
野々市市             給水装置工事設計書

新 設

内 管

口径 変更

移 設 【給水装置申請場所】
撤去(廃止)

臨 時 丁目

修 理 (ﾌﾘｶﾞﾅ)
 占用申請

 占用許可 〒 ℡ -

新設

丁目 番地 号

㎜ 口 円 (ﾌﾘｶﾞﾅ) （共同住宅等の呼称） 階建

既設

部屋数 ：

粉　　体 ㎜ 口 円
モルタル 円 丁目 番地 号

分 水 栓 円

密着 コア

ポ リ 管 丁目 番地 号

継 手 類

止 水 栓

逆 止 弁 【 給水引込施工業者 】
フレ キ管

Ｂ Ｏ Ｘ 理事長
２ 次 側

土地区画整理組合

水圧テスト

穿 孔 状 況

密 着 コ ア No 氏 名

色 度 【 宅内施工業者 】
濁 度

残 留 塩 素

m
3

No 氏 名
m
3

台帳
番号

 共同住宅等

合　　　 　計
A-B+C

申   込   み

種別・用途

種
別

用
途

他 工 事
収　　納　　金　　内　　訳

加　入　金
            A

既設給水装置数
           B

手　数 料　 C 手数料

材 料 確 認

本 管 内 面

現地立会者

穿 孔 確 認

・家　　族　
（　　　戸）

給水装置工事主任技術者

水 質 検 査

 備  考

名称及び
氏　　名

住 所 ・ 氏 名

受 水 槽 等 管 理 者 届

1　野々市市水道給水条例を尊守します｡

2　この工事について、第三者から異議のあったときは、一切当方にて処理します｡

3　工事完了後、通水が確認された時点より上水道の使用開始を承諾します｡

4　給水装置（量水器等）は責任をもって管理し、検針に支障の無いようにします。

5　給水装置の所有者に変更があったときは速やかに所定の名義変更手続きを行います。

区 画 整 理 組 合
承 諾 者

申請条件
の 確  認

管理者

 受水槽､高架水槽の管理は水道法第34条の
2の規定を厳守します。

設　備
所有者

使
　
用
　
者

受 水 槽 容 量

高 架 水 槽 容 量

住 所・氏 名

給水装置工事主任技術者

住 所

有　・　無
配 水 管 工 事

    年    月    日

    年    月    日

電 力 有　・　無 ガ　　　ス
有　・　無

 占用許可番号

有　・　無

有　・　無

県　　　水有　・　無

建 物 種 類    　 造    階建 通　　　信

課
長
補
佐

受付番号

工 事 内 容 受　　　付 審　　　査 加入金納入確認 技

術

管

理

者

中 間 検 査 完 了 検 査
課
　
長

　野々市市
申
請
者

(

所
有
者

)

係
 
長

係
 
員

番地 号

名称及び
氏　　名

料
金
支
払
者

住所

現住所

名 称 及 び
氏 名

・店　舗　兼

土 地 所 有 者

代 理 人
（　　　戸）
・単　　身　

住所

氏名

住所

氏名

野々市市



平面図・立体図・附近見取図

設計者


